
栄養成分表示
ハンドブック
食品表示基準に基づく栄養成分表示の方法等
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食品表示に関する情報

◎消費者庁ホームページ「食品表示」 ‒食品表示制度が消費者の食卓を守ります‒

◎東京都ホームページ「食品衛生の窓」

食品表示基準の全文や各種通知、Q＆A、ガイドライン、消費者庁が作成したパンフレット等が
掲載されています。
本文中の以下の基準・通知等は、こちらのページから「食品表示法等（法令及び一元化情報）」
をご覧ください。
　◆「食品表示基準」（平成27年内閣府令第10号）
　◆「食品表示基準について」（平成27年 3月30日消食表第139号）
　◆「食品表示基準Q&A」（平成27年 3月30日消食表第140号）
　◆「〈事業者向け〉食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン・第 4版」

東京都が作成したパンフレット等が掲載されています。都内事業者の方向け講習会情報等も
こちらのページから確認できます。
（食品表示に関連するパンフレット類　抜粋　）
　◆「大切です！食品表示　食品表示法食品表示基準手引編」
　◆「その表示大丈夫⁉　食品の虚偽誇大表示の禁止」

※栄養成分表示等に関する御質問や御相談は、
　46・47ページの保健所等の相談窓口まで
　お願いします。

検索東京都　食薬ｅマガジン

◎東京都メールマガジン「食薬 eマガジン」

東京都の食品衛生と薬事衛生を所管する部署のホームページに掲載された主要な情報をお知らせ
するとともに、時節の話題や都の事業等について、定期的に電子メールでご紹介するサービス
（メールマガジン）です。食品表示に関する情報も適宜、情報提供しております。




